
29年６月の夜間研修
1．「非常災害時に関する研修」
2．事故発生防止のための従業者に関する研修「緊急時の対応」
3．感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修（資料のみ）
4．身体的拘束排除のための取り組みに関する研修（資料のみ）


